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１　指定地球温暖化対策事業者の概要
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・当事業所は、明治44年5月30日に明治天皇の済生勅語によって創立された社会福祉法
人恩賜財団済生会が40都道府県に支部を展開する保険/医療/福祉の399の施設（病院/介
護施設:110施設）の1つで、大正4年開設の診療科38科/許可ﾍﾞｯﾄﾞ数535床の病院。(令和
2年度現在)
・公的医療機関、救急指定病院、臨床研究指定病院、東京都災害拠点病院に指定され、
日本医療機能評価機構認定病院、東京都認定癌診察病院、DPC対象病院、地域医療支援
病院、救命救急センター、外国人患者受入医療機関認証制度（JMIP）に認定されてい
る。
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１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1-2)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

地球温暖化対策計画書

氏名（法人にあっては名称）
指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者
又は特定テナント等事業者の別



 (3)　担当部署

 (4)　地球温暖化対策計画書の公表方法

 (5)　指定年度等

年 月 日

２　地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

３　地球温暖化の対策の推進体制

冊 子

そ の 他

事 業 所 の 使 用 開 始 年 月 日 1915 12

入手方法：

閲覧可能時間：

冊子名：

所在地：窓 口 で 閲 覧

指定地球温暖化対策事業所 年度

特定地球温暖化対策事業所

再エネの導入・利用に関する取組みについて： 今後、方針を検討したい。

閲覧場所：

年度

　【基本方針】
　当院は、医療の充実と省ｴﾈﾙｷﾞｰ/地球温暖化対策の両立を目指し、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率の設備の導入及び、適切な運転
管理と点検整備、係る推進体制の強化に取り組みます。

　【取り組み】
　①役･職員への省ｴﾈﾙｷﾞｰ/地球温暖化対策の普及啓発を行う。
　②省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進委員会･省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進会議を定期的に開催し、事業所全体の地球温暖化対策の計画と進捗を示
していく。
　③設備機器等の効率的運用に努める。

公表方法

　http:/www.saichu.jpアドレス：

1

ホームページで公表

2009

アドレス：

2009

計 画 の
担当部署

　施設管理課

　03-3451-8211（代表)

公 表 の
担当部署

名 称

名 称 　施設管理課

　03-3451-8211（代表)電 話 番 号 等

電 話 番 号 等

統括管理者

事務長

※推進体制の統括責任者

院 長

事務次長

技術管理者

推進責任者
施設管理課員

推進責任者
施設管理課員

省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進委員会

委員長 ： 事務長

診 療部 門委 員

看 護部 門委 員

医療技術部門委員

事 務部 門委 員

テナントB業者

経 営 会 議

テナントA業者

※各部門等との温暖化

対策の推進に向けた協

議を行う

※統括管理者に対して技術的な助言を継続的に行う

※各部門等の協力を取りまとめ、
計画作成。対策実施を推進する。

施設管理課

省エネ推進会議

テナントC業者



４　温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）
 (1)　現在の削減計画期間の削減目標

 (2)　次の削減計画期間以降の削減目標

５　温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

 (1)　温室効果ガス排出量の推移 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

(2)　建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況 単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

年度

2023 2024年度 年度2021 2022

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

2024

2025 2029年度から

年度から

平成21年度に実施した省ｴﾈﾙｷﾞｰ診断に基づき、中長期的な視点で省ｴﾈﾙｷﾞｰ機材の積極的な導入を
図った。合わせて、ﾃﾅﾝﾄを含めた省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進会議を定期的に実施し、運用面での省ｴﾈﾙｷﾞｰを継
続･強化することによって、総量削減義務(25％)以上を削減を目指す。また、2017年5月に大部分
の建て替えが完了し、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備の導入や建物内にLED照明の採用等、省ｴﾈﾙｷﾞｰに則した機
器の採用による省ｴﾈﾙｷﾞｰ強化を図った。さらに、既存の北棟･外来棟の空調設備の更新時期も迫
り、順次省ｴﾈﾙｷﾞ-機器を採用して、特定温室効果ｶﾞｽの削減につなげたい。

2020 年度まで

ｔ（二酸化炭素
換算）

基 準 排 出 量

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

当事業所から排出する特定温室効果ｶﾞｽ以外の温室効果ｶﾞｽは上下水道である。
既存棟においては、擬音装置や節水装置等の導入をしている。また、2017年5
月に大部分の建て替えが完了し、その建物内の大部分に擬音装置や節水型の器
具を導入し、節水への配慮を図った。

37,895

年度まで

25%

Ⅰ－１
ｔ（二酸化炭素
換算）/年

10,105

排 出 上 限 量
(削減義務期間合計 )

削減義務
率の区分

平均削減
義 務 率

年度年度2020

年度年度 年度2022 2023 2024年度 2021

122.0

2020

六 ふ っ 化 い お う
（ SF6 ）

上 水 ・ 下 水

合 計

延 べ 面 積 当 た り
特 定 温 室 効 果 ガ ス
年 度 排 出 量
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ガ
ス

50

ﾊ ﾟ ｰ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾝ
（ PFC ）

非エネルギー起源
二酸化炭素（CO2）

三 ふ っ 化 窒 素
（ NF3 ）

計 画
期 間

1

削 減
目 標

削 減
義 務
の

概 要

特 定 温 室
効 果 ガ ス

メ タ ン
（ CH4 ）

一 酸 化 二 窒 素
（ N2O ）

ﾊｲﾄﾞ ﾛﾌ ﾙｵ ﾛｶ ｰﾎ ﾞﾝ
（ HFC ）

特 定 温 室 効 果 ガ ス
（ エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 ）

計 画
期 間

特 定 温 室
効 果 ガ ス

削 減
目 標

2017年5月に主棟の建て替えが完了し、延床面積は増加したが、主棟ではLED照
明化やｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備の導入等で、出来る限り環境負担の少ない建物とし、
基準排出量以上の削減を目指す。

年度

当事業所から排出する特定温室効果ｶﾞｽ以外の温室効果ｶﾞｽは上下水道である。
機器更新時の選定では、衛生面を主とするが、節水性能にも配慮した導入を意
識する。

5,810



６　総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

 (1)　基準排出量の算定方法

）

）

 (2)　基準排出量の変更

 (3)　削減義務率の区分

 (4)　削減義務期間

 (5)　優良特定地球温暖化対策事業所の認定

 (6)　年度ごとの状況 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

 (7)　前年度と比較したときの特定温室効果ガスの排出量に係る増減要因の分析

削 減 義 務 量
(D ＝ Σ (A × B))

排 出 上 限 量
（ C＝Σ A-D）

2005年、2006年、2007年

2024 年度前削減計画期間 2023 年度2020 年度 2021 年度 2022 年度

12,630

37,895

基 準 排 出 量
(A)

削 減 義 務 率
(B)

2021

2024

2022 年度

Ⅰ－１

算定方法：（

変 更 年 度

年度

決
定
及
び
予
定
の
量

10,105 10,105

25.00%

2024 年度

過去の実績排出量の
平 均 値

排 出 標 準 原 単 位 を
用 い る 方 法

そ の 他

特 に 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

年度から

極 め て 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

削減義務率の区分

基準年度：（

2020 2021

2020 年度まで

年度

25.00%

2020 年度
削 減 義 務
期 間 合 計

2023 年度 2024 年度年度

4,2954,295

5,810

10,105

25.00%

50,525

25.00%

10,10510,105

年度 2022 年度 2023

25.00%

具体的な増減要因

新しい乳児院が竣工し、延床面積及び設備機器が増加したため、特定温室効果ガス排
出量が増加した。

増 減 要 因
削 減 対 策 床 面 積 の 増 減 用 途 変 更

設 備 の 増 減 そ の 他

排 出 削 減 量
（ F＝ A - E）

実
績

特定温室効果
ガス排出量(E) 5,810



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号

区 分 名 称

【特定温室効果ガス排出量の削減の計画及び実施の状況】

1 110100 11_推進体制の整備
省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進委員会を設置し、病院全体で
の省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進体制を整備した。

2009年度実施済 2010年度のテナント業者との省ｴﾈﾙｷﾞｰ推進会議を設置

2 110300 11_計測・記録の管理
管理基準を整備し、判断基準に基づいた計
測・記録方法を検討し開始した。

2009年度実施済

3 130100 13_空気調和の管理 省エネルギー型ファンベルトの導入 2010年度実施済 省ｴﾈﾙｷﾞｰが見込める空調機大半数を対象に実施

4 150200 15_照明設備の運用管理 照明の間引きを実施 2010年度実施済 外来棟の待合を150～300lxの範囲で調整

5 170200 17_コージェネレーション 主棟の建て替えを機に導入 2017年度実施済 370KWを2基設置

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

備 考
対策
Ｎｏ

対策の区分

対 策 の 名 称 実 施 時 期



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号

区 分 名 称
備 考

対策
Ｎｏ

対策の区分

対 策 の 名 称 実 施 時 期

17

18

19

20

　　（再生可能エネルギーの設備導入及び利用の状況）

71

72

73

【その他ガス排出量の削減の計画及び実施の状況（その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当する場合のみ記載）】

81

82

83

【排出量取引の計画及び実施の状況】

91

92

93



８　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

　本制度が公表された時点で、再度、東京都地球温暖化対策計画書制度の「基本対策（重要項目）」の自己ﾁｪｯｸを
実施し、省ｴﾈへの取り組み事項を確認したが、以下の通りに既に大部分が取り組み済みである。

　１　増改築時には、高効率空調機（GHP,EHP）を導入している。
　２　増改築時には、LED照明を導入・人感ｾﾝｻｰの導入等の省ｴﾈ機器を積極的に採用している。
　３　既存の建物においても照明器具の交換時にはLED照明の導入を標準化している。
　４　ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞの間引き・不要時の消灯も徹底を図り、可能な省ｴﾈ施策は実施している。
　５　蒸気配管等のｾﾝﾄﾗﾙ熱源系統には裸管部分をなくし、保温を強化している。
　６　季節ごとに、職員ｴﾘｱは設定温度の固定、患者ｴﾘｱは設定温度での運用お願いを実施している。
　７　空調機のﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ交換時に省ｴﾈﾀｲﾌﾟを採用している。
　８　衛生設備については、増改築時には省ｴﾈ型機器を積極的に採用している。

　また、旧制度においては目標対策として位置づけられていた、冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟのｲﾝﾊﾞｰﾀｰ化、製氷機の交換も既
に完了しており、相応の省ｴﾈ効率をあげている。

　さらに、当院の管理基準（改正省ｴﾈ法対応）に遵守した、設備の運用管理を徹底することによって、設備の省ｴﾈ
運転が標準化されている。

　平成23年12月に灯油焚きﾎﾞｲﾗｰ2基と灯油炊き冷温水発生機2基の都市ｶﾞｽ化燃料転換が完了し、併せて当該ﾎﾞｲﾗｰ
も更新されたため大幅に温室効果ｶﾞｽが削減された。

　平成23年度に実施した設備運転手法を踏襲し実践した事で、相応の効果が得られた。今後は院内機能への配慮と
特定温室効果ｶﾞｽ排出量削減義務の履行を両立するために、さらなる運用の見直しを意識すると共に、今後の更新
機器に対しては、高効率・省ｴﾈ機器の積極的導入に向け、部門横断的に病院全体の意思決定により、省ｴﾈ活動及び
省ｴﾈ投資を決定していく。

　平成29年2月に新しい主棟が竣工し、熱源に関しては、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備を導入し排出量削減に努めている。ま
た、照明設備については、ほぼ全てLED照明化を実施し、共用部分では監視装置の照明制御でｽｹｼﾞｭｰﾙ運転が可能と
なり、細かい制御が可能になった。衛生設備については、ほぼ全てに省ｴﾈ型の機器を導入したことに加え、さらに
止水栓を調整しさらなる節水を実施している。空調設備においては、最新の機器を導入することで排出量の削減が
期待できる。

　令和2年9月に新しい乳児院が竣工。大部屋から一般家庭のに近い環境への方針変更のため、個室が多くなり延床
面積が3倍となったのに加えて、各個室に空調・床暖房等が必要となり大部分は省ｴﾈ機器を導入したが、特定温室
効果ｶﾞｽ排出量が以前より増大した。今後は、機器類の運転時間等を使用に支障のない範囲で見直しを実施して削
減をしていきたい。

再エネの導入・利用に関する取組みについて： 今後、方針を検討したい。


